
区分 大　　学　　名 　　学 部 等 名 　　　学 科 等 名 位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項

                 
私立 日本ウェルネススポーツ大学 スポーツプロモーション学部 茨城県北相馬郡利根町 学校法人

　スポーツプロモーション学科 　タイケン学園
　　　　　　　　（通信教育課程） 　　220
　（３年次編入学定員） 　　  60

〃 亀田医療大学 看護学部 千葉県鴨川市 学校法人
　看護学科 　　 80 　鉄蕉館

〃 東京医療学院大学 保健医療学部 東京都多摩市 学校法人
　リハビリテーション学科 　常陽学園
　　理学療法学専攻 　　 70
　　作業療法学専攻 　　 30

〃 横浜創英大学 看護学部 神奈川県横浜市 学校法人 横浜創英短期大学（廃止）
　看護学科 　　 80 　堀井学園 　情報学科 （△ 80）

　看護学科 （△ 80）
こども教育学部 平成２４年４月学生募集停止
　幼児教育学科 　　 80

〃 京都美術工芸大学 工芸学部 京都府南丹市 学校法人
　伝統工芸学科 　　 95 　二本松学院
　（３年次編入学定員） 　　  10

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行する
こと。また、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。

・入学者選抜の方法について、「高等学校新卒者に関しては、スポー
ツ活動の実績、リーダー経験、将来性等を重視」とあるが、これらの
素養は高等学校新卒者だけでなく、社会人学生も含め受け入れる学生
すべてに必要な素養であると考えられることから、高等学校新卒者以
外の学生についても同様にスポーツ活動の実績等を選抜時の判断項目
とすること。併せて、「スポーツ活動の実績、リーダー経験等」を、
どのような基準に基づき判断するのか明確にした上で、適切に選抜を
行うこと。

・面接授業の時間割が過密であると見受けられることから、授業科目
の質の保証や内容の充実を図り、学生や教員に配慮した時間割となる
よう授業計画を再検討し、その計画を着実に実行すること。

・レポートの提出が集中する時期の教員や支援スタッフ等の負担に配
慮し、適切な人員の配置に努めること。

・ウイクリーミーティングの決定を後日理事会の決定とみなす取り扱
いをしていることから、今後、適切な理事会の運営に努めること。

・理事、監事、評議員の選任方法に誤りがあることから、寄附行為の
規定に基づき適切に行うこと。

・理事会、評議員会の運営に関し、以下の事項について適切に行うこ
と。
　［予算及び寄附行為変更に関する理事会、評議員会の開催順序］

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行する
こと。また、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。

・教員の年齢構成が高いため、教育研究の継続性を踏まえ、今後の採
用計画など、教員組織構成の将来構想を着実に実行すること。また、
若手教員の担当授業科目が多いことから、その支援についても、計画
どおり確実に実施すること。

・認可後に補助金（鴨川市）を収納予定であることから、収納後、速
やかにその旨を報告すること。

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行する
こと。また、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。

・専任教員の補充を必要とされた１授業科目については、科目開設時
までに確実に専任教員を配置すること。

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行する
こと。また、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。

・専任教員の補充を必要とされた１授業科目については開学時まで
に、２授業科目については科目開設時までに、確実に専任教員を配置
すること。（看護学科）

・監事の選任方法に誤りがあることから、寄附行為の規定に基づき適
切に行うこと。

平成２４年度開設予定大学等一覧

入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

人 

１　大学を設置するもの　７校 平成２３年１０月

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行する
こと。また、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。
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区分 大　　学　　名 　　学 部 等 名 　　　学 科 等 名 位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項
入 学
定 員

備　　　　　　　　　考

                 
私立 大阪行岡医療大学 医療学部 大阪府茨木市 学校法人

　理学療法学科 　　 80 　行岡保健衛生学園

〃 天理医療大学 医療学部 奈良県天理市 学校法人
　看護学科 　　 70 　天理よろづ相談所学園
　臨床検査学科 　　 30 　申請者

　天理医療大学
　設立準備委員会

 認可申請に伴う入学定員の減

（３年次編入学定員） 10 （２年次編入学定員）　△   0
計 　７　校 　　７学部　　８学科　　２専攻  615 （３年次編入学定員）　△   0

大  学　　　　　　　　△   0 大　学　院        　 △　0
〔通信教育課程〕 短 期 大 学 　　　　  △ 160 高 等 専 門 学 校　　△　0
（３年次編入学定員） 60
　　１学部　　１学科  220 

（注） 「備考」欄の（　）書の数字は、今回の認可申請に伴う関係のある既設学部等の入学定員の減を示す。

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行する
こと。また、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。

・評議員の選任について、理事会、評議員会の議事録に記載されてい
ないものがあったことから、議事録の作成について適切に行うととも
に、適切な学校法人運営を行うこと。

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行する
こと。また、開設時から４年制大学にふさわしい教育研究活動を行う
ことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。

・専任教員の補充を必要とされた２授業科目については、完成年度ま
でに、確実に専任教員を配置すること。（看護学科）

人 

2 / 6



区分 大　　学　　名 　　研 究 科 名　　 専 攻 等 名 位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項

                 
私立 事業構想大学院大学 事業構想研究科 東京都港区 学校法人

　事業構想専攻（Ｐ） 　　 30 　東教育研究団
　申請者
　公益財団法人
　東教育研究財団

〃 沖縄科学技術大学院大学 科学技術研究科 沖縄県国頭郡恩納村 学校法人 ・沖縄科学技術大学院大学学園法に基づく学校
　科学技術専攻（Ｄ） 　　 20 　沖縄科学技術大学院大学学園 　法人による設置

　申請者 ・５年一貫制の博士課程
　沖縄科学技術大学院大学
　学園設立委員

計 　２　校 　　２研究科　（Ｄ）　１専攻 　　 20
　　　　　　　（Ｐ）　１専攻 　　 30

備　　　　　　　　　考

　大学院の設置

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行す
ること。また、開設時から大学院大学にふさわしい教育研究活動を
行うことはもとより、その水準を一層向上させるよう努めること。
さらに、大学院大学を設置できるのは、教育研究上特別の必要があ
る場合とされていることに照らし、その必要性を十分に踏まえた教
育研究活動及び大学運営に留意すること。
　また、本研究科における工学（technology）分野の教育・研究に
対する基本理念等を踏まえ、必要な教員を計画どおりに採用するこ
と。さらに、履修モデルについても、学士（工学）等の学生を対象
とした履修モデルを作成するなど、その理念に基づいたものを作成
すること。

・大学院大学としての教育研究環境を一層向上させるため、研究
室、図書等の施設設備の充実に努めること。

２　大学院大学を設置するもの　２校

・学校教育法第９９条第２項に規定する専門職・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実に履行す
ること。また、学術の理論及び応用を教授研究するという大学院の
目的、さらに理論と実務を架橋して高度専門職業人の養成に特化し
た教育を実施するという専門職大学院の目的に照らし、開設時から
充実した教育研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上
させるよう努めること。さらに、大学院大学を設置できるのは、教
育研究上特別の必要がある場合とされていることに照らし、その必
要性を十分に踏まえた教育研究活動及び大学運営に留意すること。

・大学院大学としての教育研究環境を一層向上させるため、研究
室、図書等の施設設備の充実に努めること。

・大学院設置基準第２条の２に規定する専ら夜間
　において教育を行う大学院の課程の設置

人 

入 学
定 員
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区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項

人 
公立 島根県立大学 看護学部 島根県出雲市 公立大学法人 ・特になし。 島根県立大学短期大学部

看護学科 80 島根県立大学 看護学科（廃止） (△80)
（３年次編入学定員） 6 平成２４年４月学生募集停止

私立 札幌大谷大学 社会学部 北海道札幌市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定
地域社会学科 70 札幌大谷学園 音楽学部→芸術学部

〃 高崎健康福祉大学 人間発達学部 群馬県高崎市 学校法人 高崎健康福祉大学短期大学部（廃止）
子ども教育学科 80 高崎健康福祉大学 児童福祉学科 (△100)
（３年次編入学定員） 5 平成２４年４月学生募集停止

〃 城西国際大学 看護学部 千葉県東金市 学校法人 福祉総合学部
看護学科 100 城西大学 福祉総合学科〔定員減〕 (△40)

国際人文学部
国際文化学科〔定員減〕 (△20)

観光学部
ウェルネスツーリズム学科〔定員減〕 (△20)

薬学部
医療薬学科〔定員減〕 (△20)

〃 京都橘大学 健康科学部 京都府京都市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定
理学療法学科 60 京都橘学園 文学部
心理学科 60 　文化財学科→歴史遺産学科
（３年次編入学定員） 5
心理学科（通信教育課程） 180 
（３年次編入学定員） 180

・育成する人材像において、薬学、福祉学に明るい看護職者
を育成することを掲げていることから、「専門基礎科目群Ⅰ
（いのち・福祉を学ぶ）」、「専門基礎科目群Ⅱ（医学を学
ぶ）」及び「専門基礎科目群Ⅲ（薬学を学ぶ）」などの統合
科目について、その目的が達成できるよう、不断に検証を図
りつつ実施すること。

・専任教員の補充を必要とされた６授業科目については、科
目開設時までに確実に専任教員を配置すること。

・理事会、評議員会の運営に関し、以下の事項について適切
に行うこと。
　［決算に関する理事会、評議員会の開催順序］

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討すること。
（城西国際大学国際人文学部・国際文化学科、国際交流学
科、福祉総合学部福祉総合学科、観光学部 ｳｪﾙﾈｽﾂｰﾘｽﾞﾑ学
科、環境社会学部環境社会学科、城西短期大学 ﾋﾞｼﾞﾈｽ総合学
科）

・設置の趣旨において、「理学療法学の新しい研究動向や、
理学療法現場への心理学応用の可能性、今後の理学療法士養
成課程への心理学教育の必要性などを見据え、心理学科の協
力を得ながら、心理学に科学的にアプローチできる知識や能
力も養成する。」と掲げていることから、心理学と理学療法
学を結びつけるような科目を開設する等、教育課程の充実に
努めること。（理学療法学科）

・設置の趣旨において、「医療が直面する新たな課題につい
て、看護分野、救急救命分野、理学療法分野、臨床心理分野
などでの共同研究を行い」と掲げており、また、当初の設置
の趣旨・理念に掲げていたチーム医療の重要性に鑑み、連携
して学ぶための科目を開設する等、教育課程の充実に努める
こと。（理学療法学科）

・設置の趣旨において、「理学療法学科と心理学科を擁する
健康科学部を設置して、心身に関わるそれぞれの理論や臨床
知をもち寄り、交換しあうことによって、全人的存在として
の人間についてのホリスティックな知見や理念を開拓するこ
と」と掲げていることから、心理学と理学療法学を結びつけ
るような科目を開設する等、教育課程の充実に努めること。
（心理学科）

３　学部を設置するもの　　　８校

備　　　　　　　　　考

・選択科目の履修について、履修モデルの充実や選択必修科
目を設ける等、選択授業科目の履修の考え方が学生により明
確になるように配慮した上で、学生に対する履修指導を徹底
すること。

・教員の年齢構成が高齢に偏っているため、教育研究の継続
性を踏まえ、今後の採用計画など、教員組織編制の将来構想
を着実に履行すること。その際、社会学に関する専任教員の
充実を図ることが望ましい。

・評議員の選任方法に誤りがあったことから、寄附行為の規
定に基づき適切に行うこと。

・教員の年齢構成が高いため、教育研究の継続性を踏まえ、
今後の採用計画など、教員組織編成の将来構想を着実に実行
すること。

・専任教員の補充を必要とされた１６授業科目については、
科目開設時までに確実に専任教員を配置すること。
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区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項 備　　　　　　　　　考

人 
私立 摂南大学 看護学部 大阪府枚方市 学校法人

看護学科 100 常翔学園

〃 梅花女子大学 食文化学部 大阪府茨木市 学校法人 文化表現学部
食文化学科 80 梅花学園 国際英語学科〔定員減〕 (△20)
（３年次編入学定員） 10 日本文化創造学科〔定員減〕 (△20)

情報メディア学科〔定員減〕 (△20)

梅花女子大学短期大学部
生活科学科
　調理・製菓専攻（廃止） (△100)

平成２４年４月学生募集停止

〃 神戸常盤大学 教育学部 兵庫県神戸市 学校法人 神戸常盤大学短期大学部
こども教育学科 80 玉田学園 幼児教育学科（廃止） (△90)

平成２４年４月学生募集停止

認可申請に伴う既設学部等の入学定員の変更状況

（３年次編入学定員) 26 （２年次編入学定員)　 △   0 （３年次編入学定員)　  △　 0
計 ８　校 　　８学部　　９学科 710 　大　　　学　　　　　△ 160 短　期　大　学　　　   △ 370

〔通信教育課程〕
（３年次編入学定員) 180
　　１学部　　１学科 180 

（注) 「備考」欄の（　)書きの数字は、今回の認可申請に伴う既設学部等の入学定員の変更状況を示す。

・本学部の教育理念及び教育目標として、「取得すべき資格
として求められる知識・技能の修得のみならず、より高い専
門性を修得し、かつ専門職として、卒業後も自らの専門性を
高めていく態度を養成する」等の高い理念を掲げていること
から、その理念が確実に達成されるよう教育課程の充実に努
めるとともに、その教育課程を不断に検証すること。

・教員の補充を必要とされた３授業科目については、科目開
設時までに教員を配置すること。うち、専任教員の配置を必
要とされた２授業科目については、確実に専任教員を配置す
ること。

・改組転換に該当するため、審査基準上、設置経費が標準設
置経費を下回っても差し支えないが、機械、器具等の整備に
あたり教育研究に支障がないよう配慮すること。

・改組転換に該当することから、神戸常盤大学短期大学部幼
児教育学科については、計画どおり廃止すること。

・「薬に強い看護職者」の養成を掲げているが、薬学に関す
る必修科目（「人体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」、「薬理
学総論」、「薬物治療学」、「病院薬学演習」）について
は、看護系の教員を追加し、看護学の視点からの薬学教育の
充実を図るとともに、養成する人材像に応じた教育課程とな
るように努めること。

・教員の補充を必要とされた４授業科目については、科目開
設時までに教員を配置すること。うち、専任教員の配置を必
要とされた３授業科目については、確実に専任教員を配置す
ること。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討すること。
（広島国際大学 工学部 情報通信学科）

・３年次編入学の受入れに際しては、既修得単位の認定を含
め、学生の履修について配慮するよう努めること。

・教員の補充を必要とされた１授業科目については、科目開
設時までに教員を配置すること。

・評議員の選任方法に誤りがあることから、寄附行為の規定
に基づき適切に行うこと。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討すること。
（梅花女子大学文化表現学部国際英語学科・日本文化創造学
科・情報ﾒﾃﾞｨｱ学科、梅花女子大学短期大学部・生活科学科・
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科・日本語表現科）
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区分 大　　学　　名 　　学 部 名 　　　学 科 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項

                 人 
私立 札幌大谷大学 音楽学部 北海道札幌市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定

　美術学科 70 　札幌大谷学園 　音楽学部→芸術学部
　（３年次編入学定員） 10

〃 淑徳大学 看護学部 千葉県千葉市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定
　栄養学科 80 　大乗淑徳学園 　看護学部→看護栄養学部

認可申請に伴う既設学部等の入学定員の変更状況

（３年次編入学定員） 10 （２年次編入学定員）　　△ 0 （３年次編入学定員）　△　0
計 　２ 校 　　２学部　２学科　　 150 大 　　学 　　　　　△ 0 短 期 大 学 　　　△　0

４　学部の学科を設置するもの　　２校

備　　　　　　　　　考

・評議員の選任方法に誤りがあったことから、寄附行為の規
定に基づき適切に行うこと。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討すること。
（淑徳大学 通信教育部 国際コミュニケーション学部 人間環
境学科）
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